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東郷町公共施設包括管理業務公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

  東郷町（以下「本町」という。）の保有する複数の公共施設に係る維持管 

 理業務や修繕業務を包括的に委託し、民間のノウハウや技術力の活用による 

 施設の安全性の維持・向上及び業務の効率化を図ることにより、施設利用者 

 の安全・安心と持続可能な公共施設の管理運営につなげ、公共施設マネジメ 

 ントの推進を図ることを目的とします。 

 

２ 業務概要 

 ⑴ 業務名 

   東郷町公共施設包括管理業務（以下「本業務」という。） 

 ⑵ 業務内容 

   本町が所管する公共施設（25 施設）について、次の業務を実施 

   詳細は別紙１「対象施設及び対象業務一覧」及び仕様書を参照 

   ※25 施設のうち２施設はエのみを実施 

    オはその他の施設を加えた 41 施設で実施 

  ア 総括管理業務 

  イ 施設保守点検、維持管理等の業務（以下「保守点検等業務」とい 

   う。） 

  ウ 修繕業務 

  エ 施設巡回点検業務 

  オ 施設老朽化診断及び中長期修繕計画の作成 

  カ その他マネジメント業務 

 ⑶ 契約期間 

   契約締結の日から令和 14 年３月 31 日まで 

   （業務期間は、令和９年４月１日から令和 14 年３月 31 日まで） 

   ※債務負担行為に基づく複数年契約 

 

３ 提案上限額（消費税及び地方消費税を含む。） 

  ６２５，０００千円（５年間の総額） 

  ＜内訳＞ 

 ⑴ 保守点検等業務 

   ３２５，０００千円／５年 

 ⑵ 修繕業務 

   １７５，０００千円／５年 



2 

 

 ⑶ マネジメント業務 

   １２５，０００千円／５年 

 ※⑵は固定としますが、⑴と⑶の金額については、個別に超過しても、総額

として提案上限額の範囲内であれば問題ありません。 

 

４ 事業者選定方式及び契約方法 

  本業務は、価格のみによる競争では目的を達成できないため、公募型プロ 

 ポーザル方式（以下「本プロポーザル」という。）によって優先交渉権者を

決定します。その後、優先交渉権者と仕様書の内容について協議を行い、協

議が整った時点で当該事業者と随意契約を締結します。 

 

５ 参加資格 

 ⑴ 基本要件 

   本プロポーザルに参加できる事業者は、次に掲げる要件の全てに該当す 

  るものとします。 

   なお、複数の事業者が共同で応募する場合は、共同事業体（以下「グル 

  ープ」という。）を構成する全ての事業者において、次に掲げる要件の全 

  てに該当するものとし、これらの事業者は、単独又は他のグループを構成 

  して本プロポーザルに参加することができないものとします。 

  ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定 

   に該当しない者 

  イ 東郷町指名業者等選定審査会規程（平成元年東郷町訓令第２号）によ 

   る指名停止を受けていない者 

  ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申 

   立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開 

   始の申立てがなされていない者 

  エ 東郷町暴力団排除条例（平成２４年東郷町条例第２７号）による入札   

   参加除外措置を受けていない者 

  オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７ 

   ７号）第２条第２号に規定する暴力団に該当する者でないこと。 

  カ 過去５年間において、国、地方公共団体又は民間施設における総合的 

   な施設管理（ビルメンテナンス）を請け負った実績があり、本業務の実    

   施に必要な資格等を有する業務従事者を配置し、本業務を確実に遂行さ 

   せることができる者を選任できること。 

  キ 国税及び地方税を滞納していない者 

 ⑵ グループの場合の留意点 
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  ア グループの管理について 

    本業務を実施するに当たり、グループを構成する場合は、その代表と 

   なる事業者（以下「グループの代表者」という。）を定め、グループの 

   代表者はグループに参加するその他の事業者（以下「グループの構成 

   員」という。）と密に連携をとり、本業務を包括的に管理するものとし 

   ます。 

  イ グループの代表者の権限 

    グループの代表者は、本プロポーザルへの参加及び本業務の実施に関 

   し、グループを代表して本町と折衝する権限並びに自己の名義をもって 

   契約代金の請求、受領及びグループに属する財産を管理する権限を有す 

   るものとします。 

  ウ 事業者の変更の禁止 

    グループの代表者及びグループの構成員の変更は認めません。ただ 

   し、やむを得ない事情が生じたと本町が認めた場合は、この限りではあ 

   りません。 

 

６ スケジュール（予定） 

内容 期日 

実施要領の公表 令和８年５月 29 日（金） 

実施要領等に関する質問の受付 令和８年５月 29 日（金）から 

令和８年６月 19 日（金）まで 

実施要領等に関する質問に対す

る回答の公表 

令和８年６月 26 日（金） 

参加申込書の受付 令和８年６月 29 日（月）から 

令和８年７月 13 日（月）まで 

参加資格審査結果通知 令和８年７月 17 日（金） 

企画提案書の受付 令和８年７月 21 日（火）から 

令和８年８月 10 日（月）まで 

プレゼンテーション審査 令和８年８月 20 日（木） 

審査結果通知・公表 令和８年９月初旬 

詳細協議・契約締結・事前準備 審査結果通知日から 

令和９年３月 31 日（水）まで 

業務開始 令和９年４月１日（木） 

  ※参加者数が多数であった場合は、審査書類で一定数（４者程度）の者を 

  選定し、その中からプレゼンテーション審査を行うこととします。 

７ 募集に関する手続等 
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 ⑴ 実施要領の公表 

   実施要領等は、本町公式ホームページに掲載します。 

https://www.town.aichi-togo.lg.jp/soshikikarasagasu/ 

kokyoshisetsukanrisitsu/boshujoho/13595.html 

 ⑵ 実施要領等に関する質問の受付 

   実施要領等に関して質問がある場合は、次のとおり提出してください。 

  ア 提出書類 

    様式第１「質問書」 

  イ 提出期間 

    令和８年５月 29 日（金）から令和８年６月 19 日（金）まで 

  ウ 提出方法 

    電子メール 

  エ 提出先 

    13 「問合せ・書類等の提出先」を参照 

  オ その他 

    ①質問書は複数回提出可能ですが、なるべく取りまとめて提出してく 

     ださい。 

    ②グループにおける質問書は、グループの代表者がグループの構成員 

     の質問を取りまとめて提出してください。 

 ⑶ 実施要領等に関する質問に対する回答の公表 

   質問が提出された場合、個別に回答はせず、令和８年６月 26 日（金）

に町公式ホームページに掲載します。質問した事業者名は公表しません。 

 ⑷ 資料提供申込みの受付 

   令和４年度から令和６年度までの３年間の保守点検等業務及び修繕業務

の業務実績に関する資料の提供を希望する者は、次のとおり申込みをする

こと。  

  ア 申込期間  

    令和８年５月 29 日（金）から 令和８年７月 13 日（月）午後５時ま

で  

  イ 申込方法  

    電子メール  

  ウ 提出書類  

    様式第２「資料提供申込書」  

    ※本プロポーザル以外では絶対に資料の利用をしないこと。 

 ⑸ 参加申込書の受付 

   本プロポーザルへの参加申込書は、次のとおり提出してください。 

https://www.town.aichi-togo.lg.jp/soshikikarasagasu/
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  ア 提出書類 

    様式第３「参加申込書兼誓約書」 

    様式第４「共同事業体構成届出書」（グループでの申込みの場合） 

  イ 提出期間 

    令和８年６月 29 日（月）から令和８年７月 13 日（月）まで 

  ウ 提出方法 

    持参又は郵送（郵送の場合は、「簡易書留」又は「特定記録郵便」と

します。） 

  エ 提出先 

    13 「問合せ・書類等の提出先」を参照 

  オ 添付書類 

    次表の書類を１部添付してください。 

    グループでの申込みの場合は、構成団体ごとに作成してください。 

提出書類 備考 

事業者概要書（様式第５） 事業者概要を紹介したパンフレット

があれば添付（任意） 

総括責任者実務実績表（様式

第６） 

保有資格や実務経験が証明できる書

類を添付すること。  

同種業務実績表（様式第７） 

 

過去５年間における複数施設の複数

業務の包括管理業務を受託した実績

を提出すること。（民間企業を含

む。） 

定款、規約その他これらに類

する書類 

最新のもの（写し可） 

登記事項証明書 発行後３か月以内のもの 

写し可 

納税証明書（未納がないこと

の証明書） 

発行後３か月以内のもの 

税務署及び本社所在の自治体で発行

されたもの 

消費税及び地方消費税、法人税、都

道府県税、市町村税 

決算書類 直近２年の財務諸表（貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算

書、キャッシュフロー計算書） 

 ⑹ 参加資格審査結果通知 

   提出書類に基づき、本要領５に掲げる参加資格を満たしているかを審査 
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  し、その結果を令和８年７月 17 日（金）に電子メールで通知します。 

⑺ 企画提案書等の作成及び提出 

   ⑹で参加資格を認められた事業者は、次のとおり企画提案書等を提出し

てください。 

  ア 提出期間 

    令和８年７月 21 日（火）から令和８年８月 10 日（月）午後５時まで 

  イ 提出方法 

    持参又は郵送（郵送の場合は、「簡易書留」又は「特定記録郵便」と

します。） 

  ウ 提出先 

    13 「問合せ・書類等の提出先」を参照 

  エ 提出書類 

項目 提出書類 作成要領 

１ 企画提案書 

提出届 
様式第８ 

２ 企画提案書 「オ 企画提案書の構成」に従って作成すること。 

 また、提案内容は具体的かつ明瞭に記述すること。

（図表も記入可） 

※作成枚数は、表紙及び目次も含め、全４０ページ以

内とする。 

 

オ 企画提案書の構成 

項目 提案事項 記載内容 

１ 実施体制及

び人員配置 

⑴本町が抱えている課題や業務目的・効果など、本業

務に対する基本的な考え方を記載すること。 

⑵業務が遂行可能な総括責任者を配置できること、業

務規模から適切だと考える組織体制及び人員配置につ

いて記載すること。 

⑶業務の実施にあたり、効率化が図られるようなシス

テム等の活用手法があれば記載すること。 

２ 保守点検等

業務の品

質・効率性  

⑴保守点検等業務における業務フローを記載するこ

と。 

⑵町の事務負担軽減や、業務品質や効率性を維持向上

させるための手法や考え方について記載すること。 

３ 修繕業務の

品質・効率

⑴修繕業務における業務フローを記載すること。 

⑵町の事務負担軽減や、業務品質や効率性を維持向上
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性 させるための手法や考え方について記載すること。 

⑶精算方式とする修繕業務について、予算の範囲内で

計画的に実施していくための手法や考え方について記

載すること。 

⑷緊急対応における修繕業務の実施フロー及び組織体

制について記載すること。 

４ 協力業者と

の協力体

制・活用方

法 

⑴町内事業者を、現行水準と同等かそれ以上の水準で

活用するための具体的な提案を記載すること。 

⑵協力業者における安全管理や技術力の向上のための

手法や考え方について記載すること。 

⑶業務準備期間における既存業者との契約等の引継ぎ

の手法やスケジュール、誤解（委託金額の引き下げ、

仕事がなくなる等）を生じさせないための工夫につい

て記載すること。 

５ その他情報

共有等 

⑴業務の進捗状況等の情報共有の手法や考え方につい

て記載すること。 

⑵施設管理担当職員等のスキルアップにつながる手法

や考え方について記載すること。 

⑶業務対象外である工事案件への受託者としての関与

の手法や考え方について記載すること。 

６ 独自提案・

ノウハウ 

⑴別で示す仕様書案に規定する業務以外に、効果が期

待できる追加提案や、独自のノウハウや強みの活用方

法について記載すること。ただし、提案金額内で実施

可能な提案とすること。 

⑵その他、特にアピールしたい点があれば自由に記載

すること。 

７ 参考見積額 様式第９「参考見積書」に本業務における５年間の参

考見積額（保守点検等業務費、修繕業務費、マネジメ

ント業務費）を記載し、提案書とは一緒に綴らず、封

筒に封入のうえ提出すること。 

 

８ 審査等 

  企画提案書等を提出した事業者（以下「提案者」という。）について、東 

 郷町公共施設包括管理業務事業者選定委員会（以下「選定委員会」とい 

 う。）において、次のとおり審査を行い優先交渉権者を決定します。 

 ⑴ 審査方法  
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   審査は、別表「評価項目及び審査基準」に基づき、応募書類、プレゼン 

  テーション及びヒアリング審査により選考します。 

   なお、参加者が多数であった場合は、申込時の提出書類による審査を行 

  い、一定数（４者程度）の者を選定し、その中からプレゼンテーション審 

  査を行うことがあります。 

   書類審査の結果は、令和８年８月 13 日（木）までに電子メールにて通  

  知します。 

   プレゼンテーション及びヒアリング審査にあたっては、次のとおりとし 

  ます。 

  ア プレゼンテーションの時間は３０分以内、ヒアリング審査の時間は２ 

   ０分程度とします。  

  イ 企画提案者のうち、配置予定の総括責任者は必ず出席してください。 

    なお、説明者及び出席者は上限４名までとし、単独企業体以外の者 

や、グループの構成団体以外の者の出席は認めません。  

  ウ プレゼンテーションは、提出済みの企画提案書に記載してある内容で 

   行うこととし、新たな資料の配布は認めません。ただし、動画やパワー 

ポイント等で企画提案書の概要や補足をすることは認めます。 

  エ モニター（プロジェクター、スクリーンの場合もあり。ケーブル等を

含む）及び電源は本町で用意します。その他については、必要に応じて 

   各自で用意してください。 

 ⑵ 優先交渉権者の決定方法 

   選定委員会において、別表「評価項目及び審査基準」に基づき全委員の 

  採点結果の合計点の高いものから順位を付け、優先交渉権者及び次点者を 

  決定します。ただし、合計点が満点の６割以上を獲得していない場合は、 

  「契約候補者なし」とします。 

 ⑶ 選定結果の通知等  

   選定結果については、審査を受けた企画提案者の全てに対し、令和８年 

  ９月初旬頃に、電子メールにより通知し、その後書面を発送します。審査

の経過に対する問い合わせには応じません。 

 ⑷ 結果公表  

   選定の手続や過程等の透明性を高めるため、優先交渉権者を決した後、 

  次の内容を町ホームページで速やかに公表します。 

   なお、参加者がない場合は、その旨を町ホームページで公表します。 

  ア 応募者数  

  イ 優先交渉権者及び次点者の「商号又は名称」と、各応募者の総合点数 

 ⑸ 企画提案者が１者又はない場合の取扱い  
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   企画提案者が１者であった場合において、選定審査を行った結果、見積 

  金額が提案上限額を上回った場合、選定委員会において企画提案内容が仕 

  様書を満たさないと判断した場合又は評価点について各委員による合計点  

  が満点の６割以上を獲得していない場合は、「契約候補者なし」としま 

  す。 

別表「評価項目及び審査基準」 

区
分 

評価項目 審査内容 配点 

業
務
遂
行
能
力 

１ 事業者の能

力 

 

・本業務の実施に十分な事業規模を有してい

るか。  

・経営状況は安泰か。  

・本業務に関連する部門の組織・人員体制は

充実しているか。  

・本業務及び、同種又は類似の業務を行った

実績はあるか。  

１０ 

提
案
評
価 

２ 実施体制・

工程 

・本町が求める本業務の理解は適切か。  

・総括責任者は、業務遂行に十分な知識、実

績、マネジメント能力を有しているか。  

・総括責任者以下の組織体制・人員配置及び

実施工程は質・量ともに充実しているか。  

・業務実施における業務の効率化が図られる

ような提案があるか。  

１５ 

３ 保守点検等

業務の品質・

効率性  

・本町の業務負担軽減に向けた考え方や体制

がとられているか。  

・町、受託者、再委託者の役割分担、業務の

流れは適切か。  

・多くの事業者が関わる中で、業務品質及び

効率性を維持・向上させるための具体策があ

るか。 

１５ 

４ 修繕業務の

品質 ・効率性  

本町の業務負担軽減に向けた考え方や体制が

とられているか。  

・町、受託者、再委託者の役割分担、業務の

流れは適切か。  

・高い業務品質の確保が期待できるか。  

・自社対応できる技術力を有しているか。 

・清算方式とする修繕業務について費用低減

１５ 
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に繋がる競争性の確保の方策や計画的な実施

につながる提案が示されているか。 

・緊急対応における迅速な対応が可能か。 

５ 町内事業

者との協力体

制・活用方法 

・町内事業者の活用方針は十分なものである

か。 

・協力業者の技術力やノウハウ、経営基盤等 

の向上に資することが期待できるか。 

１０ 

６ その他情報

共有等 

・業務の進捗状況等について、情報の共有が

図られているか。 

・業務対象外である工事案件への関与の仕方

について提案があるか。 

１０ 

７ 独自提案・

ノウハウ 

・仕様書（原案）に規定する業務以外に、効

果が期待できる追加サービスや独自ノウハウ

の提案があるか。 

・点検結果や施設管理情報の集約等による今

後の持続可能な施設マネジメント（長寿命化

やライフサイクルコストの低減等）に結び付

ける提案があるか。 

２０ 

価
格
評
価 

配点（５点）×（提案上限額－参考見積額）÷（提案上限額－

最低見積額） 

※提案上限額は、６２５，０００千円とする。 

※小数点第３位以下切り捨てとする。 

５ 

合計点 １００ 

 

９ 契約の締結 

  本業務に係る優先交渉権者との協議及び契約の締結は次のとおりとしま

す。 

 ⑴ 本業務の契約は、優先交渉権者と業務内容について協議等を行って仕様   

  書の内容を確定した後に、再度の見積りを行った上で締結するものとしま 

  す。 

 ⑵ 仕様書の確定に際しては、提案された内容が基本となりますが、優先交 

  渉者と本町との協議により、必要に応じて内容を変更した上で契約を締結 

  するため、契約額が提出した企画提案時の見積書の額と同額になるとは限 

  りません。 

 ⑶ 優先交渉権者と契約が締結できなかった場合又は優先交渉権者が失格条 



11 

 

  件に該当すると認められた場合には、順次、選定委員会で決定した次点者 

を優先交渉権者として契約協議を行うものとします。 

10 失格条件 

  事業者が次に掲げるいずれかに該当した場合は失格とします。 

 ⑴ 提出書類が提出期限を過ぎて提出された場合 

 ⑵ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

 ⑶ ３の提案上限額を超えた金額の見積書を提出した場合 

 ⑷ 評価及び審査の公平性を害する行為があったと本町が認めた場合 

 ⑸ 本実施要領の内容に違反すると本町が認めた場合 

 ⑹ ５の参加資格要件を欠く事態が生じた場合 

 ⑺ プレゼンテーション審査に欠席した場合。ただし、交通機関等の事故な 

  どやむを得ない理由が生じた場合は、13「問合せ・書類等の提出先」に連 

  絡し、その指示に従ってください。 

 ⑻ その他本町の指示に違反した場合 

 

11 その他 

 ⑴ 企画提案書及び見積書については、１事業者につき１提案に限ります。 

 ⑵ 本プロポーザルの参加検討から業務開始までに要する費用は、すべて事 

  業者の負担とします。 

 ⑶ 提出された企画提案書等の著作権は提案者に帰属しますが、本町が本プ 

  ロポーザル手続及びこれに係る事務処理に必要な範囲において、複製、記 

  録及び保存を行うことがあります。 

 ⑷ 提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標 

  権その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となって 

  いる事業手法又は維持管理手法等を用いた結果生じた事象に係る責任は、 

  全て提案者が負うものとします。 

 ⑸ 参加申込書又は企画提案書の提出後に辞退をする場合は、様式第 10「参

加辞退届」を 13「問合せ・書類等の提出先」に持参又は郵送により提  

出してください。 

 ⑹ 提案者（本プロポーザルに参加を予定している者を含む。）又はその関 

  係者は、選定委員会の委員に接触することを禁止し、接触の事実が認めら 

  れた場合には、失格とすることがあります。 

 ⑺ 事業者は、参加申込書の提出をもって、本実施要領等の記載内容に同意 

  したものとします。 
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12 予想されるリスクと責任分担 

リスクの種類 リスクの内容 町 事業者 

共
通 

法令等の変更 施設運営等に影響を及ぼす

法令等の変更 
協議による 

制度の変更 消費税の変更 〇  

町税、サービス享受に伴う

税、当該事業方式に係る税 
〇  

収益目的の事業実施に伴う

税、消費税以外の税に関す

るもの 

 〇 

支払いの遅延・不能 事業者の責に帰すべき事由

によるもの 
 〇 

町の責に帰すべき事由によ

るもの 
〇  

事
業
継
続
に
関
す
る
事
項 

事故発生（情報漏洩を

含む） 

事業者の責に帰すべき事由

によるもの 
 〇 

町の責に帰すべき事由によ

るもの 
〇  

上記以外の理由によるもの 協議による 

業務の中止・延期 事業者の責に帰すべき事由

によるもの 
 〇 

町の責に帰すべき事由によ

るもの 
〇  

成果物に関する欠陥・

不具合による契約不適

合責任 

提出した成果物に欠陥や想

定と異なった部分の発覚に

よるもの 

 〇 

業務の引継ぎに関する

費用 

事業を町職員や次事業者へ

引き継ぐ場合を含む 
 〇 

物価の変動 市中金利の変動、急激なイ

ンフレ・デフレ等 
協議による 

上記に定めるもののほ

か不可抗力（暴風、豪

雨、洪水、地震、落

盤、火災、テロ、争

乱、暴動その他の町又

は事業者のいずれの責

災害時や事故発生時に施設

の破損に関する対応 
 〇 

施設・設備・物品の復旧費

用（ただし、町の所有する

ものに限る） 

〇  

施設・設備・物品の復旧費  〇 
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にも帰することができ

ない自然的又は人為的

な現象）によるリスク 

用（ただし、事業者の所有

するものに限る） 

事業の中止・変更、延期等

に伴う費用 
協議による 

そ
の
他 

施設・設備の損傷 事業者の管理瑕疵や故意・

過失によるもの 
 〇 

施設・設備の設計、構造上

の原因によるもの 
〇  

 

13 問合せ・書類等の提出先 

  東郷町 総務部公共施設管理室 施設管理係 

  〒470-0198 愛知郡東郷町大字春木字羽根穴１番地 

  電 話：0561-38-3111（内線 2274） 

  ＦＡＸ：0561-38-0066 

  E-mail：tgo-shisetsukanri@town.aichi-togo.lg.jp 


